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コーポレートガバナンス

コンプライアンス リスクマネジメント
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■  コーポレートガバナンスに関する
　 基本的な考え方
シチズングループは「市民に愛され市民に貢献する」を企
業理念に、地域社会はもとより、地球環境と調和した永続的
な企業活動を通して企業価値を向上し、社会に貢献していく
ことをめざしています。この企業目的を継続的に追求してい
くために、経営の透明性確保と多面的な経営への監督機能
が重要であると認識し、コーポレートガバナンスの強化に取
り組んでいます。

■  純粋持株会社と事業会社の役割
シチズングループは、シチズンホールディングスと各事業
会社の責任と権限を明確化しています。シチズンホールディ
ングスは、グループ経営の全体最適の観点から経営方針を
策定するほか、事業統括会社を監督・統括しています。一方、
それぞれの事業統括会社は業界特性を踏まえた自立的運営
を行い、経営のスピードアップ、収益力強化を図っています。
また、シチズンホールディングスのなかの、人事、財務、研究開発、
知的財産管理、ブランド管理などの分野では、グループ横断的
な戦略と事業統括会社の方針を合致させるようにしています。

■  取締役・取締役会の役割
シチズンホールディングスの取締役会は、社外取締役2名

（独立役員として東京証券取引所の制度に基づき届出してい
ます）を含む9名で構成されています。（2010年3月31日現在）
取締役会は、シチズンホールディングスならびにシチズン

グループの経営方針やその他の重要事項を決定するととも
に、取締役の職務の執行を監督しています。また、各事業統
括会社のうちの主な子会社の社長も取締役（非常勤）として
選任されており、事業統括会社の意見も取り入れた総合的
な観点から、意思決定する仕組みとなっています。
さらに、企業経営など豊富なビジネス経験をもつ社外取
締役の意見をシチズングループの経営に反映しているほか、
アドバイザリーボードとして、社外取締役と社長で構成する
指名委員会ならびに報酬委員会を設置しています。

■  監査役・監査役会の役割
シチズンホールディングスの監査役会は、社外監査役2名
を含む3名で構成されています。（2010年3月31日現在）

各監査役は、重要書類などの閲覧、業務および財産状
況の調査、取締役会などの各会議体への出席を通じて、取
締役の職務執行全般をチェックするほか、内部統制システ
ムの整備運営状況を監査しています。
また、シチズンホールディングスおよび事業統括会社の
間で整合性のとれた監査機能を発揮できるよう、シチズン
ホールディングスの常勤監査役と各事業統括会社などの
常勤監査役で構成する「グループ常勤監査役連絡会」
を開催し、シチズングループとしての監査方針を共有す
るよう努めています。

■  内部統制システムについて
シチズンホールディングスでは「内部統制システム構築の
基本方針」を定め、内部統制システムのさらなる充実に向け
た取り組みを行っています。
２００９年度は、内部統制システムが適切かつ有効に機能し、
財務報告の信頼性が確保できるよう、シチズンホールディン
グスを中心としたグループ連結会社の担当者による、「シチズ
ングループ内部統制連絡会」を開催し、外部監査機関ととも
に連携を図り、内部統制システムのより一層の整備・運用・
評価を進めました。さらに、内部監査に期待されるさまざまな
ニーズに応えるために、事業統括会社の監査室および主要事
業会社の内部監査担当者と連携しています。

■  コンプライアンス推進体制
推進にあたっては、シチズンホールディングスの「ＣＳＲ委
員会」がグループとしてのＣＳＲ活動の推進と、ＣＳＲに関す
る政策の立案・提言を統括的に行っています。グループ各
社においては、各々が独自にＣＳＲ推進部門を設け、シチズ
ンホールディングスと連携をとりながら、コンプライアンス
の啓発活動や教育研修を含めて展開しています。各社がそ
れぞれ従業員の各職級にあわせた独自の教育体系に基づ
き、集合研修やビデオ研修を行っています。なお、グループ
全社の対象者全員を一堂に集め、各々のタイミングで新入
社員教育・新管理職研修・新取締役研修の一環として、ＣＳ
Ｒ・コンプライアンス教育を行っています。

■  知的財産管理体制
シチズンホールディングスでは、グループとしての知的財
産方針を策定し、グループ知財管理体制を構築しています。
これにより、第三者の知的財産権を侵害することがないよう
努めるとともに差別化技術やデザインの創出を促し、創出さ
れた知的財産を保護し、事業の自由度の確保と事業の拡大
に努めています。
また、シチズンブランド維持のために、模倣品対策も積極
的に実施しています。

■  社内通報制度
シチズングループでは、法令違反ないし不正行為による
不祥事の未然防止および早期発見、自浄作用の向上のため
「企業倫理相談窓口」を設けています。「社内通報制度規程」
では、通報者の秘密の厳守、被通報者の反論の機会、通報者
に不利益な処遇がなされないことなどを定めています。
2008年から外部通報窓口も設置し、匿名で通報できるよう
にするなど通報環境を整えました。なお、2009年度ＣＳＲ意
識調査では、70％近くの従業員が企業倫理相談窓口を知っ
ていると回答し、また「企業倫理相談窓口を利用しますか？」
の問いで、利用しない16％、わからない42％とあり、その
理由として最も多かったのが「秘密厳守が保たれるか不安が
ある」でした。この結果を踏まえ、今後も継続して相談窓口
の周知、信頼性を高めるための努力を行っていきます。
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  外部機関からの評価
RMGによるコーポレートガバナンスのスコア
世界7,400社以上の企業のコーポレートガバナンスに

関する評価を行い、機関投資家などにその情報を提供して
いるRiskMetrics Groupは、シチズンのコーポレートガバ
ナンス・スコア（CGQ）が、日本企業の上位1.2％に位置す
ると評価しています。（2010年4月1日付）

より詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。
シチズンホールディングス» CSR» CSRの基盤»
コーポレートガバナンス

 あなたは企業倫理相談窓口を知っていますか？Q.1

法令違反を見つけた場合、企業倫理相談窓口を
利用しますか？

Q.2

　シチズングループでは、ＣＳＲ・企業倫理に関する認知状
況を把握するために、2007年度から事業会社の従業員
（派遣社員含む）を対象にＣＳＲ意識調査を行っています。

CSR意識調査

■  リスクマネジメント体制
シチズングループは、事業活動に伴うさまざまなリスクを
適切に管理するためにリスクマネジメント基本規程を制定
し、併せてグループ内におけるリスクマネジメント推進体制
を定めました。今回の決定に従い、今後CSR委員会が方針・
施策の決定を行い、グループCSR推進委員会を通して、
グループ各社への展開を行っていきます。

■  安全保障貿易管理
シチズングループは、グループ内の安全保障貿易管理を
確実に実行するため｢シチズングループ安全保障貿易管理
規則｣を制定しています。主なグループ会社５社で構成する
｢シチズングループ安全保障貿易管理委員会｣を設置し、
グループ各社に対し指導・教育・情報の提供および監査など
を行っています。また、コンプライアンス活動を推進するため
の組織として、日常的に輸出を行っているグループ会社１４
社からなる｢輸出統括会社連絡会｣を設けています。

■  情報セキュリティ
シチズングループは、さまざまな情報を適切・安全に運用し、
社内外の脅威から情報を守るために「情報セキュリティ委
員会」を設置しています。2009年度は、シチズングループ
情報セキュリティポリシーの改訂を行うとともに、下部組織
「情報セキュリティ推進委員会」を中心にＵＳＢメモリーに
よる情報漏洩についての対策を議論しました。今後グルー
プとしての統一指針を策定する予定です。また、2009年
度はe-ラーニングによる情報セキュリティ講座と個人情報
保護講座の開講を行いました。

より詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。
シチズンホールディングス» CSR» CSRの基盤»
コンプライアンス／リスクマネジメント

シチズンホールディングス コーポレートガバナンス体制
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［回答者数］2009年度：6，605名／9，031名（回答率73.1％）
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